秋田県病院薬剤師会入会申込書

　　

	（ふりがな）
	生年月日

	 氏名　
	　　　年　　月　　日生

	薬剤師免許証番号：

	現住所 〒    

	TEL 

	最終学歴　学部

	  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年卒

	大学院　　　　　　　　　　大　学 （ 修・博 ）        年卒

	勤務先名  　　　　　　　　　　　　　　      

	勤務先住所

	連絡先：E-mail

	申請日　　　令和　　　年　　　月　　日


	ご希望の会員区分に○を付けてください

	
	正会員
	秋田県薬剤師会に入会（予定の場合：　　月）

	
	正会員
	本会のみの入会は年会費12,000円

	
	特別会員A
	保険薬局薬剤師等が対象、年会費10,000円

	
	特別会員B
	保険薬局薬剤師等が対象、年会費5,000円


＊特別会員は理事会承認が必要ですので、承認後に年会費を
収めて頂きます
　　　
[image: image1.emf]「特別会員」 入会の特典、会員区分、会費について     １．入会の特典      特別会員 A の場合は、上記（１）〜（６）の全ての特典が、特別会員 B の      場合は、（６）を除く（１）〜（５）の特典があります．   （１）本会から「秋田県病薬会報」 年 1 回 、 「秋病薬報」 年２回 が 回覧 可能 、   「秋田県病院薬剤師会会員名簿」が年 1 回送付されます。   （２）秋田県病院薬剤師会及び日本病院薬剤師会のホームページの会員情報（ ID とパスワード入手）が閲覧できます。               （３）本会主催の各種研修会（生涯教育研修会、秋田県臨床薬学研究会）、学術 講演会などに無料で参加できます。     （４）本会の生涯研修認定講座の案内が送付されます。   （５）秋田県病院薬剤師会の委員会から 要請を受け 会長が認める場合、各種委 員会に参加することが出来ます｡   （６）日本病院薬剤師会の特別会員となり、日本病院薬剤師会雑誌 の 閲覧 が で きます 。 閲覧 用の ID と パスワード が 入手 できます 。     ２．会員区分（ 定款 抜粋）   （１ ） 正会 員 ：秋田県内の病院、診療所、介護保険施設等に籍を有し、本会 の目的及び事業に賛同する薬剤師     （２）特別会員 A ：正会員以外で薬剤師免許を有し、本会の目的及び事業に賛 同する個人とし、理事会で承認されたもの     （３）特別会員 B ： 正会員以外で薬剤師免許を有し、本会の目的及び事業に賛同 するが日病薬の特別会員とはならない個人とし、理事会で承 認されたもの     ３．会   費     特別会員 A の会費は 10,000 円、特別会員 B の会費は 5,000 円です。    



「特別会員」入会の特典、会員区分、会費について



１．入会の特典
　　特別会員Aの場合は、上記（１）〜（６）の全ての特典が、特別会員Bの
　　場合は、（６）を除く（１）〜（５）の特典があります．

（１）本会から「秋田県病薬会報」年1回、「秋病薬報」年２回が回覧可能、

「秋田県病院薬剤師会会員名簿」が年1回送付されます。

（２）秋田県病院薬剤師会及び日本病院薬剤師会のホームページの会員情報（IDとパスワード入手）が閲覧できます。 					

（３）本会主催の各種研修会（生涯教育研修会、秋田県臨床薬学研究会）、学術講演会などに無料で参加できます。 

（４）本会の生涯研修認定講座の案内が送付されます。

（５）秋田県病院薬剤師会の委員会から要請を受け会長が認める場合、各種委員会に参加することが出来ます｡

（６）日本病院薬剤師会の特別会員となり、日本病院薬剤師会雑誌の閲覧ができます。閲覧用のIDとパスワードが入手できます。



２．会員区分（定款抜粋）

（１）正会員：秋田県内の病院、診療所、介護保険施設等に籍を有し、本会の目的及び事業に賛同する薬剤師 

（２）特別会員A：正会員以外で薬剤師免許を有し、本会の目的及び事業に賛同する個人とし、理事会で承認されたもの 

（３）特別会員B：正会員以外で薬剤師免許を有し、本会の目的及び事業に賛同するが日病薬の特別会員とはならない個人とし、理事会で承認されたもの



３．会　費

　特別会員Aの会費は10,000円、特別会員Bの会費は5,000円です。




